
第１回

船橋市地域福祉計画推進委員会

重層的支援体制整備事業について

健康福祉局 福祉サービス部 地域福祉課

令和４年１０月１３日（木）午後１時３０分 市役所本庁舎７０５会議室
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令和３年４月 重層的支援体制整備事業創設（改正社会福祉法施行）



５．船橋市としての

重層的支援体制整備事業の検討（移行準備）
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船橋市の目指す地域共生社会
（第４次船橋市地域福祉計画P154～155より抜粋）
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① 地域における支援のネットワーク化

地域の機関・団体等が連携し、地域でのつながりを強化すること

で課題の発見や、相談窓口に早期に繋げられることが期待される。

② 行政による断らない相談支援（個別支援）

複合的な課題を抱えた人等の相談を行政の既存の相談窓口が包括

的に受け止め、適切な部署・機関につなぎ、相談者の問題解決の

ための道筋をたてられるような相談支援体制を構築する。

③ ①②で解決できない課題の調整・協議

制度の狭間の課題など、より複雑なケースについては、関係機関

間で協議・調整して、解決を図る。

①
②
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船橋市の重層的支援体制整備事業 全体像（イメージ）

① 包括的相談支援事業

（断らない相談）

・既存の窓口において、
世代や属性を問わず、相談を包括的に受け止める

・適切な部署へのつなぎ、連携により解決を図る

② 多機関協働事業

・役割分担・各分野へのつなぎ調整

・アセスメント

・複合的課題を抱えた人等の個別の支援プラン作成

Ⅱ 参加支援

・ひきこもり状態の人などの
社会とのつながりを回復させる

・必要な資源を開拓し、本人のニーズに
あわせて資源との間を取り持つ

Ⅲ 地域づくり支援

地域における多世代の交流や
多様な活躍の場を確保する地域づくり
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③ アウトリーチ支援

検討中
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【主な相談窓口の例】

地域包括支援センター、基幹相談支援センター「ふらっと船橋」、

子育て世代包括支援センター「ふなここ」、子育て支援センター 他

調
整
・

役
割
分
担

調整役：「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」

新規

新規

新規
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・多機関協働事業実施にあたっては、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図る「調整役」が必要となる。

船橋市においては、「保健と福祉の総合相談窓口」であるさーくるが調整役を担うのが望ましい。

多機関協働事業実施に向けた
「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」における業務分担の整理

【解決すべき課題】

・現状、さーくるは「総合相談窓口」及び「生活困窮者

自立支援事業」を一体的に実施しているが、最近では

生活困窮者の相談が年々増加し、生活困窮者の対応が

約９割を占めており、多機関協働事業の「調整役」の

担う余力がない状況。

【課題の解決】（右図参照）

・一体化している「総合相談窓口」「生活困窮者自立支援

事業」の窓口を２つに分けて業務の明確化を図る

・「総合相談窓口」で、複合的な課題や制度の挟間の課題

を抱えた人の相談を受け止め（アウトリーチ等を含む）、

課題の解きほぐし、関係機関間の役割分担等を行う。

・「生活困窮者自立支援事業」窓口は、「総合相談窓口」

で関係機関間の役割分担の際のつなぎ先の１つとなる。 21


